
令和３年度分 市民税・県民税申告書の手引き
　平素は市税につきまして、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
　令和３年度分の市民税・県民税の申告書について、この手引きを参考に作成し提出してください。

申告書を提出する必要がある人
１　令和３年１月１日現在、尼崎市内に住所を有する人
２　尼崎市内に住所を有しないが、市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する人
３　給与所得者は、申告する必要はありませんが、次のような人は、申告しなければなりません。
⑴　日給、家事手伝い、勤務先の倒産、その他の理由で勤務先などから給与支払報告書（源泉徴収票）が本市に提出されて
いない人……令和2年1月1日から12月31日までの間に中途退職し、令和3年1月1日現在就職していない人も含みます。
⑵　主たる給与のほかに地代・家賃・配当・他の給与などの所得があった人
（注意）　所得税では、通常主たる給与以外の給与収入と、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下のときは、

確定申告の必要はありませんが、市民税・県民税については申告しなければなりません。
⑶　雑損控除、医療費控除などを受けようとする人
⑷　給与所得者で、特定支出控除を受けようとする人

申告書を提出される人で令和2年1月1日から12月31日までの間に収入のなかった人は、申告書の裏面㋣令和2年中に収入のなかっ
た方などの記載欄に必要事項を記入して提出してください。

税務署に所得税の確定申告書を提出する人は、この申告書を提出する必要はありません。

㋐ 住所・氏名・個人番号等
枠内を記入してください。転居された方は1月1日の住所も記入し
てください。
個人番号については、別紙「添付書類台紙」をご覧ください。

㋒ 所得の生じる場所
給与、アルバイト、日雇い等による所得がある場合、
職業、勤務先名、勤務先の所在地を記入してください。

㋕ 給与・公的年金等所得以外の納付方法
給与所得者で給与所得でも公的年金に係る所得でもな
い所得に係る税額の納付方法について、希望する番号
に〇印を付けてください。

㋓ 事業専従者
専従者控除を受ける方は、専従者の氏名等、控除額、
個人番号、合計控除額を記入してください。
※専従者の個人番号が確認できる書類の添付は不要です。

㋔ 寄附金に関する事項
●寄附金控除……都道府県・市町村の自治体、兵庫県
の共同募金会・日本赤十字社及び兵庫県内の認定特
定非営利法人等に対して２千円を超える寄附をした
場合は、該当欄に寄附額を記入してください。

㋑ 本人該当事項
●寡婦・ひとり親控除……該当する場合は「本人欄」
の数字に〇印を付けてください。
・寡婦控除……申告者本人が次の１，２のいずれか
に該当する場合
１ 夫と死別又は離婚した後再婚又は事実婚して
いない方で、扶養親族等があり、所得金額が
500万円以下

２ 夫と死別後再婚又は事実婚していない方で、
所得金額が500万円以下

・ひとり親控除……申告者本人が結婚又は事実婚し
ていない方で、次の１，２のいずれにも該当する
場合
１ 生計を一にする子を扶養している
２ 所得金額が500万円以下

●障害者控除……障害者手帳の交付を受けている方
は、該当する手帳の欄に〇印、等級を記入、手帳交
付年月日を記入してください。
●勤労学生控除……学校・各種学校等の学生で、合計
所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得が
10万円以下の方は学校名を記入してください。☆在
学証明書等
●未成年控除……平成13年1月3日以降に生まれた方
は〇印を付けてください。

☆印は、提示又は添付書類台紙に貼り、提出が必要な書類

申告書表面

〔
提　

出　

用
〕

※郵送される場合は、領収書等の必要書類を必ず同封してください。
※２枚目はあなたの控用です。大切に保管してください。
※２枚目の控用に受付印を希望される場合は、返信用封筒に住所・氏名等を記載し、切手を貼ったものを同封してください。
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区分に「1」を入れてください。
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㋖ 配偶者控除（配偶者特別控除）・扶養控除
※配偶者及び扶養親族の個人番号を確認して記入してください。
番号が確認できる書類の添付は不要です。
※障害者がいる場合は、障害の種別に〇印、等級、手帳交付年
月日を記入してください。
※別居、同居は問いませんが、「居住形態」欄に〇印を付けてく
ださい。事業専従者は除きます。
※別居の場合は申告書裏面の「㋥別居の配偶者・扶養親族等」
欄へ住所等を記入してください。
●配偶者控除・扶養控除……申告者本人と生計を一にする配偶
者（申告者本人の合計所得が1,000万円を超える場合は、控
除なしの同一生計配偶者となります）や親族で、合計所得金
額等が48万円以下の方が対象です。
他の親族と重複して控除を申告することはできません。
※国外に在住の場合は国名を記入してください。☆親族関係が確
認できる書類（外国の政府、地方公共団体が発行した戸籍謄
本など）及び親族への送金が確認できる書類（外国送金依頼
書など）
●配偶者特別控除……申告者本人の合計所得金額が1,000万円
以下で、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下
の場合は、配偶者特別控除の対象となります。
※配偶者の収入及び所得金額を、「配偶者に係る収入及び所得金
額欄」へ記入してください。

㋘ 所得から差し引かれる金額　　令和２年１月１日～ 12月31日までの支払が対象となります
●雑損控除……申告者本人や申告者と生計を一にする総所得金額等の合計が48万円以下の親族が所有する住宅・家財等の資産が災害、盗難
等の被害を受けた場合はこの欄に記入してください。
☆り災証明書、保険金の受取額がわかるもの、災害関連支出の領収書
●医療費控除……申告者本人や申告者と生計を一にする親族のために支払った医療費が、10万円又は総所得金額の5%のいずれか少ない金
額を超えた場合、または特定一般用医薬品等の購入額が12,000円を超え、一定の取組みを行っている場合はこの欄に記入してください。
※医療費控除の明細書を作成し、提出してください。
※支払金額、保険金等補填額、差引金額を記入してください。
※セルフメディケーション税制を利用する場合は「区分」欄に１を記入し、セルフメディケーション税制の明細書を提出してください。
☆健診又は予防接種を受けた等の一定の取組みを行ったことを明らかにする書類
●社会保険料控除……申告者本人が支払ったり、勤務先から天引きされた健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料等がある
場合はそれぞれの該当欄に記入してください。
☆領収書、納入済額通知書等支払金額がわかる書類
※申告者と生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る公的年金等から天引きされている介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医
療保険料は、申告者の社会保険料控除の対象にはなりません。

●小規模企業共済等掛金控除……小規模企業共済、企業型確定拠出年金のうち個人拠出分や心身障害者扶養共済の掛金の金額をこの欄に記
入してください。
☆支払金額がわかる領収書
●生命保険料控除……申告者が支払った生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の金額をそれぞれ記入してください。
☆控除証明書
・新制度適用契約……平成24年1月1日以後に締結・更新などした保険契約等
・旧制度適用契約……平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
●地震保険料控除……地震保険料及び旧長期損害保険料をそれぞれ記入してください。
☆支払金額がわかる証明書
地震保険料……居住用家屋、生活用動産を保険又は共済の目的とする地震保険契約に係る保険料を支払った場合、この欄に記入してくだ
さい。
旧長期損害保険……平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料を支払った場合、この欄に記入してください。

㋙ 備考欄
上場株式等の配当所得等の申告について、所得税と異なる課税方法（申告不要制度、総合課税、申告分離課税）を選択する場合は、この欄
に希望する課税方法を記入してください。ただし、納税通知書が送達されるまでに申告していただく必要があります。
配当割額・株式譲渡所得割額……該当する場合、金額をこの欄に記入してください。

㋗ 収入・所得金額
☆それぞれの所得を明らかにできる、その他収支を確認できる
書類
●雑所得……公的年金等の収入額をこの欄に記入してください。
業務又はその他の場合は、申告書裏面の「㋑雑所得（公的年
金以外）に関する事項」欄へ記入し、それぞれあの金額を「収
入金額」欄へ、いの金額を「必要経費」欄へ転記してください。
●給与所得……給与、アルバイト、日雇い等による収入額をこ
の欄に記入してください。勤務先等が一定しない方は、申告
書裏面の「㋺勤務先等が一定しない方」欄へ記入し、うの金
額を転記してください。
●事業所得……営業等や農業による収入額がある場合に記入し
てください。申告書裏面の「㋩事業所得のある方」欄へ記入し、
えの金額を「収入金額」欄へ、くの金額を「必要経費」欄へ
転記してください。
●不動産所得……地代・家賃・権利金等がある場合はこの欄に
記入してください。
●配当所得……株式の配当等がある場合はこの欄に記入してく
ださい。
●総合譲渡所得……土地・家屋・株式以外の資産を売って得た
所得がある場合はこの欄に記入してください。
●一時所得……生命保険の満期返戻金等がある場合はこの欄に
記入してください。



㋟ 事業税に関する事項
１ 事業税の非課税所得……事業所得のうち、事業税が
課税されない所得（社会保険診療報酬から生じる所
得）がある場合、その所得金額（事業専従者控除額・
給与額を差し引く前の金額）を記入してください。

２ 事業用資産の譲渡損失など……事業税で控除できる
機械装置、車両運搬具などの事業用資産（土地、建
物などを除く）の譲渡損失や事業所得が赤字で、そ
のうち、棚卸資産や店舗、機械装置などの災害によ
る損失額が含まれているときは、これらの損失額を
記入してください。

３ 損益通算の特例適用前の不動産所得……不動産所得
の損益通算の特例措置の適用がある方は、適用前の
不動産所得を記入してください。

４ 前年中の開（廃）業……開始、廃止いずれかに〇印、
日付を記入してください。
※事業税の詳しいことは、兵庫県阪神南県民センター
西宮県税事務所 電話（0798）39－1512までお問合
せください。
※１・２いずれも記載がないと控除は受けられません
ので注意してください。
※この申告書を提出された方は、事業税の申告をする
必要はありません。（年の中途の廃業分は除きます。）

※申告書の提出がない場合は、所得調査を
行うことがあります。

㋝ 別居の配偶者・扶養親族等
配偶者又は扶養親族等と別居している場合はこの欄に
氏名、住所を記入してください。

㋠ 令和2年中に収入がなかった方などの記入欄
※令和２年中に全く収入がなく、どなたかの扶養に
よって生活されていた方は１に記入してください。
※遺族年金や障害年金を受給していた方は２に〇印を
付けてください。
※その他の理由の場合は３に収入がなかった理由及び
生活費をどうされていたかを記入してください。

㋛ 勤務先等が一定しない方（収入金額の内訳）
※令和２年中の勤務先又は職業、日給と働いた日数又
は月収、社会保険料の金額を月ごとに記入してくだ
さい。
※うを、申告書表面の「６収入・所得金額 給与収入
金額」欄に転記してください。

㋚ 雑所得（公的年金以外に関する事項）
公的年金以外の雑所得（業務・その他）がある場合は
この欄に記入してください。
※あ列の金額を、申告書表面の「６ 収入・所得金額
雑業務」欄又は「雑その他」欄の「収入金額」欄に
転記してください。
※い列の金額を、申告書表面の「６ 収入・所得金額
雑業務」欄又は「雑その他」欄の「必要経費」欄に
それぞれ転記してください。

㋜ 事業所得のある方
事業所得がある場合はこの欄に記入してください。
※売上、仕入高、必要経費を記入してください。
※えを、申告書表面の「６収入所得金額 事業」欄の「収
入金額」欄に転記してください。
※くを、申告書表面の「６収入所得金額 事業」欄の「必
要経費」欄に転記してください。

㋞ 所得金額調整控除に関する事項
所得金額調整控除を適用する場合には、この欄に記入
してください。
次の⑴、⑵の場合について、計算式で算出した所得金
額調整控除額を給与所得から控除できます。
⑴ 給与収入が850万円を超え、かつ次のⅠ～Ⅲのい
ずれかに該当する場合
Ⅰ 申告者本人が特別障害者に該当する
Ⅱ 23歳未満の扶養親族を有する
Ⅲ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親
族を有する

計算式　（給与等の収入金額（限度額：1,000万円）
－850万円）×10％

※この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内の
いずれか一方のみの所得者に適用するという制
限がありません。
したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入
金額が850万円を超えており、夫婦の間に１人
の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるよう
な場合には、その夫婦双方が、この控除の適用
を受けることができます。
ただし、専従者については対象外となります。

⑵ 給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それら
の所得金額の合計額が10万円を超える場合
計算式　給与所得控除後の給与等の金額（限度額

10万円）＋公的年金等に係る雑所得の金額
（限度額10万円）－10万円

※⑴、⑵の両方に該当する場合は、⑴の控除後に⑵の
金額を控除します。
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【給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替】
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の
控除額を一律10万円引き下げ、所得の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げ
ます。
（注）給与所得と年金所得の双方を有する人については、片方に係る控除のみが減額されます。

【給与所得控除の見直し】
給与所得控除額の一律10万円引き下げ
給与所得控除の上限額が適用される給与収入額を1,000万円から850万円に引き下げ
給与所得控除上限額を220万円から195万円に引き下げ

【公的年金等控除の見直し】
公的年金等控除額の一律10万円引き下げ
公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限を195万5千円とする
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律20
万円を、2,000万円超の場合は一律30万円を現行の控除額から引き下げ

【基礎控除の見直し】
控除額を10万円引き上げ
前年の合計所得金額が2,400万円超の者はその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合
計所得金額が2,500万円超の者は基礎控除が適用できないものとする
（注）前年の合計所得金額が2,500万円超の者は基礎控除が適用できなくなることに伴い、調整控除を適

用しないこととされました。

【未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦・寡夫控除の見直し】
前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を個人市民税・県民税の非課税措置の対象とする
婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子（前年の総所得金額等の合計額が48万円以下）を有
し前年の合計所得金額が500万円以下の単身者（※）について「ひとり親控除」を適用し、総所得金額
等から30万円を控除する
（注）住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載のある者は対象外となります。

また、寡婦・寡夫控除について次のとおり見直しがされました。
ひとり親に該当する者は寡婦に該当しないこととする
住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載のある者は対象外とする
扶養親族を有する寡婦の要件に、前年の合計所得金額が500万円以下であることを加える
寡婦控除の特別加算及び寡夫控除を廃止する
（注）ひとり親以外の寡婦については引き続き寡婦控除26万円が適用されます。

お問合せ先 〒660-8501
 尼崎市東七松町1丁目23番1号 電話（06）6489－6246～ 6248
 　　　　 尼崎市　市民税課 FAX（06）6489－6875

令和３年度分 個人市民税・県民税から適用される主な税制改正について
（令和３年１月現在の法令等に基づき作成しています。）


